
流山市子ども・子育て会議（流山市こどもの権利部会）  

若者委員募集要項  

 

 

 市は、流山市子ども・子育て会議の部会である、流山市こどもの権利

部会の若者委員を次のとおり公募します。  

 

１  流山市こどもの権利部会の若者委員の公募について  

  流山市こどもの権利部会では、（仮称）流山市こどもの権利条例の

制定に向け、審議を行います。審議を行うにあたり、より当事者の意

見を反映することを目的として、若者委員を募集します。  

 

 【令和８年度の流山市こどもの権利部会の開催内容（予定）】  

 ・こどもの権利保障を目的とした、（仮称）流山市こどもの権利条例

を新たに制定するため、必要な調査、審議を行います。  

 ・会議は、学識経験者や関係団体の代表者、市民等全１２名で構成さ

れます。  

 ・年５回程度開催します（５月２５日（月）、８月、１０月、１２月、

２月（予定））。  

・平日の午後６時以降に、南流山センターで開催します。  

・流山市こどもの権利部会への出席に加え、流山市こども会議（市内

小中学生及び高校生が参加）への出席を求めます。  

 

２  募集内容  

（１）募集期間  

令和８年４月２３日（木）～令和８年５月１７日（日）  

（２）応募資格  

ア  以下のすべての要件を満たすこと。  

・市内在住または、在学・在勤の１５歳以上２９歳以下の高校生

から大学生年代の人。  

・平日の午後６時以降に、南流山センターで開催する会議に参加

できる人。  

・こども会議（８月～９月に５回程度開催）に参加できる人。  



・応募者本人名義の銀行口座をお持ちの人。  

・ Word や Excel などのデータを受信、閲覧、編集ができる環境

をお持ちの人。  

イ  応募者が１８歳未満の場合は次の要件を満たすこと。  

   ・会議の出席について保護者の同意を得られる人。  

（３）募集人員  ３名  

（４）委嘱期間（任期）   

令和８年５月２５日（月）～令和９年３月３１日（水）  

（５）報酬  会議の出席１日につき７ ,２００円。（交通費込・源泉徴収  

前額。報酬の支払先は、応募者本人名義の口座となりま  

す。）  

※ただし、こども会議への参加については報酬はありませ

ん。記念品を贈呈します。  

（６）応募方法   

  ア  応募用紙に必要事項と自己推薦文（４００字程度）を記載のう

え、提出してください。（応募用紙は、市ホームページからダウ

ンロードができるほか、市役所こども未来課で配布します。電子

申請もできます。）  

    ※自己推薦文テーマ「私が考える『こどもの権利』と若者委員

としてやってみたいこと」  

  イ  提出は、郵送又は持参するか、Ｅメールでも受け付けします。  

  ウ  送料などの応募に当たっての費用は、応募者の負担とします。  

  エ  応募書類は返却しません。  

３  選考の基本事項  

  選考は、書類審査及び面接審査とします。  

４  選考方法  

（１）  書類審査  

  結果は５月１８日（月）の午前９時から正午までの間に電話または  

メールで通知します。  

（２）面接審査  

次に掲げる者が審査委員となります。  

ア  こども未来課長  

  イ  こども政策室長  



面接審査は、令和８年５月１８日（月）もしくは５月１９日（火）

の１７時以降に応募者と実施時間を調整したうえで行います。（ＺＯ

ＯＭで面接を行います。所要時間２０分程度。）  

選考の結果は令和８年５月２２日（金）までに、メールで応募者に

通知します。  

第１回こどもの権利部会は、令和８年５月２５日（月）１８時から

開催します。  

（２）  市長は、委嘱に当たっては、前号の審査結果を尊重します。  

５  選考基準  

 選考にあたっては、下記の点を重視します。  

（１）  課題意識  

学校生活や放課後の過ごし方、地域社会等について、日頃感

じている疑問や自分なりの考えを持っている。  

（２）  対話の姿勢  

 年齢や立場の異なる大人、自分とは異なる意見を持つ他者の

意見を否定せず、耳を傾けようとする姿勢がある。  

（３）  参加意欲  

 「（ 仮称 ）流 山 市こどもの 権利条例」制定までの プロセスに

関心を持ち、最後まで主体的に関わろうとする意欲がある。  

６  公表  

  審査による選考結果は、委嘱後において、委嘱した者について氏名

（公募の若者委員であること及び任期を含む。）を、他の委員と合わ

せて公表します。  

７  その他  

（１）審査結果に係る各応募者の審査内容については、いかなる場合

も公表しません。  

（２）会議の開催にあたっては、会議録は若者委員の発言が特定され

ないよう、発言者名を匿名化するなどの配慮を行います。  

８  応募・問い合わせ先  

  〒２７０－０１９２  

  流山市平和台１－１－１  

  流山市こども未来部こども未来課こども政策室  

  （平日：午前８時３０分から午後５時１５分まで）  



  電話：０４－７１５０－６０８２  

  メール： kosodate@city.nagareyama.chiba.jp 

 


